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≪記載例１≫ 納税者が転勤し、特別徴収を継続する場合 
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≪記載例２≫ 納税者が退職し、残りの税額を普通徴収（個人で納入する）に切替える場合 ※婚姻により氏変更 
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≪記載例３≫ 一括徴収した場合（令和８年６月１日～１２月３１日までの退職） 

 

  
令和８年１０月２５日退職  年税額１２，０００円  １０月までの徴収済税額５，０００円  

令和８年１０月２５日申出  １１月以降の分７，０００円を１０月に支払われる給与から一括徴収する。 
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≪記載例４≫ 一括徴収した場合（令和９年１月１日～４月３０日までの退職） 

 

 

 

 

令和９年１月２４日退職   年税額３６，０００円  １月までの徴収済税額２４，０００円  

令和９年２月以降の分１２，０００円は２月に支払われる退職金から一括徴収する。 


